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納
税
通
知
書（
普
通
徴
収
分
）

を
送
付
し
ま
す

　
　

年
度
の
市
民
税
・
都
民
税
の

２２
納
税
通
知
書
を
６
月　

日
付
で
送

１０

付
し
ま
す
。　

　

今
回
送
付
す
る
納
税
通
知
書
は
、

市
民
税
・
都
民
税
を
個
人
で
納
付

す
る
方
（
普
通
徴
収
）
が
対
象
と

な
り
ま
す
。

　
【
対
象
と
な
る
方
】①　

年
分
所

２１

得
税
の
確
定
申
告
書
ま
た
は　

年
２２

度
市
民
税
・
都
民
税
申
告
書
を
提

出
し
た
方
②　

年
分
の
給
与
収
入

２１

や
公
的
年
金
な
ど
の
支
払
報
告
書

が
勤
務
先
な
ど
か
ら
市
役
所
へ
提

出
さ
れ
、
市
民
税
・
都
民
税
を
個

人
で
納
付
す
る
方

　
【
対
象
と
な
ら
な
い
方
】①
申
告

書
を
提
出
し
た
場
合
で
も
、
市
民

税
・
都
民
税
の
年
税
額
を
す
べ
て

給
与
か
ら
天
引
き
（
特
別
徴
収
）

さ
れ
る
方
②
税
法
上
、
市
民
税
・

都
民
税
が
課
税
さ
れ
な
い
方
（
非

課
税
者
）

　
【
市
民
税
・
都
民
税
の
徴
収
を
会

社
か
ら
給
与
天
引
き（
特
別
徴
収
）

で
行
っ
て
い
る
方
で
、
納
税
通
知

書
が
届
い
た
方
】
給
与
か
ら
天
引

き
（
特
別
徴
収
）
を
し
て
い
る
会

社
以
外
の
収
入
に
つ
い
て
計
算
を

し
た
市
民
税
・
都
民
税
を
納
税
通

知
書
で
納
め
て
い
た
だ
く
方
（
普

　

都
民
住
宅
の
入
居
者
を
次
の
通

り
募
集
し
ま
す
。
都
民
住
宅
は
都

営
住
宅
と
異
な
り
、
中
堅
所
得
者

向
け
の
賃
貸
住
宅
で
す
。

　
【
申
込
資
格
】①
都
内
に
居
住
し

て
い
る
こ
と
②
同
居
親
族
が
い
る

こ
と（
単
身
で
は
申
し
込
み
不
可
）

③
所
得
が
一
定
基
準
内
で
あ
る
こ

と
④
現
に
自
ら
居
住
す
る
た
め
の

住
宅
を
必
要
と
し
て
い
る
こ
と
⑤

暴
力
団
員
で
な
い
こ
と

　
【
募
集
案
内
の
配
布
場
所
・
配
布

期
間
】
土
曜
・
日
曜
日
を
除
く
６

月
１
日
（
火
）
～　

日
（
木
）
に

１０

都
市
計
画
課
（
市
役
所
５
階
）、
都

庁
、
都
内
各
市
区
役
所
、
町
村
役

場
、
東
京
都
住
宅
供
給
公
社
募
集

セ
ン
タ
ー
、
同
公
社
各
窓
口
セ
ン

タ
ー
で
配
布
。
な
お
、
同
公
社
募

集
セ
ン
タ
ー
で
は
、
６
月
５
日

（
土
）・
６
日
（
日
）
の
午
前
９
時

半
～
午
後
５
時
も
配
布
。
ま
た
、

配
布
期
間
中
の
６
月
１
日
午
前
９

時
～　

日
午
後
６
時
は
、
同
公
社

１０

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
も
取
得
で

き
ま
す
。

　

申
し
込
み
は

所
定
の
申
込
用

紙
に
記
入
の
上
、

６
月　

日（
火
）

１５

ま
で
に（
必
着
）、

同
公
社
募
集
セ

ン
タ
ー
あ
て
郵

送
を
。

　

詳
し
く
は
同
セ
ン
タ
ー
緯　

・
０３

３
４
９
８
・
８
８
９
４
（
土
曜
・

日
曜
日
を
除
く
）
へ
。

　

※
今
回
の
募
集
期
間
以
外
で
随

時
募
集
し
て
い
る
「
先
着
順
受
け

付
け
」
も
あ
り
ま
す
。

非
常
勤
嘱
託
職
員

非
常
勤
嘱
託
職
員 

（
児
童
厚
生
員

（
児
童
厚
生
員
））

　
【
勤
務
内
容
】学
童
保
育
所
ま
た

は
児
童
館
に
お
け
る
児
童
の
保
育

　
【
募
集
人
数
】
若
干
名

　
【
勤
務
時
間
な
ど
】
日
曜
日
、
祝

日
を
除
く
月
曜
～
土
曜
日
、
月
１

２
４
時
間
以
内（
変
則
勤
務
あ
り
）

　
【
雇
用
期
間
】７
月
１
日
～
９
月

　

日
（
更
新
可
）

３０
　
【
賃
金
】
時
給
１
５
１
３
円
（
交

通
費
相
当
額
は
別
途
支
給
）

　
【
応
募
資
格
】
児
童
厚
生
１
、
２

級
指
導
員
ま
た
は
保
育
士
・
幼
稚

園
・
小
・
中
学
校
教
諭
の
資
格
を

有
す
る
お
お
む
ね　

歳
以
下
の
方

５０

　
【
応
募
書
類
】
①
履
歴
書
（
写
真

添
付
）
②
資
格
証
明
書
の
写
し
③

「
学
童
保
育
所
・
児
童
館
の
役
割
」

に
つ
い
て
の
考
え
や
意
見
を
原
稿

用
紙
で
８
０
０
字
以
内
に
ま
と
め

た
小
論
文

　

申
し
込
み
は
６
月
１
日
（
火
）

～
７
日
（
月
）
の
午
前
８
時
半
～

午
後
５
時
（
正
午
～
午
後
１
時
と

土
曜
・
日
曜
日
を
除
く
）
に
、
応

募
書
類
を
子
育
て
支
援
課
（
市
役

所
２
階
）
へ
直
接
持
参
し
て
く
だ

さ
い
。
郵
送
不
可
。
書
類
選
考
後
、

６
月　

日
（
月
）・　

日
（
水
）
に

１４

１６

面
接
の
上
、
決
定
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
同
課
児
童
係
緯
４
７

０
・
７
７
３
５
へ
。

市
立
保
育
園
の

市
立
保
育
園
の 

パ
ー
ト
・
臨
時
保
育

パ
ー
ト
・
臨
時
保
育
士士

　

市
立
保
育
園
で
は
、
朝
夕
の
パ

ー
ト
保
育
士
と
、
産
休
・
育
休
・

病
休
な
ど
の
代
替
と
し
て
の
臨
時

保
育
士
の
登
録
を
随
時
募
集
し
て

い
ま
す
。

　

①
パ
ー
ト
保
育
士
＝
勤
務
時
間

は
午
前
７
時
～
８
時
半
と
午
後
５

時
～
６
時
半
（
し
ん
か
わ
保
育
園
、

ち
ゅ
う
お
う
保
育
園
、
は
く
さ
ん

保
育
園
は
午
後
７
時
ま
で
）。賃
金

は
１
時
間
当
た
り
１
０
１
０
円

　

②
臨
時
保
育
士
＝
勤
務
時
間
は

午
前
８
時
半
～
午
後
５
時
。
賃
金

は
１
時
間
当
た
り
９
３
０
円

　

※
①
②
と
も
有
資
格
の
方
。

　

希
望
す
る
方
は
、
履
歴
書
（
写

真
添
付
）
を
保
育
課
（
市
役
所
２

階
）
へ
直
接
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
登
録
制
の
た
め
、
履
歴
書

は
返
却
し
ま
せ
ん
。

　

詳
し
く
は
同
課
保
育
係
緯
４
７

０
・
７
７
４
５
へ
。

　

歳
に
な
っ
た
ら 

２０国

民

年

金

に 

加
入
し
ま
し
ょ
う

　

国
民
年
金
は
、
や
が
て
訪
れ

る
長
い
老
後
や
、
万
が
一
の
病

気
や
け
が
に
備
え
、
保
険
料
を

出
し
合
い
、
お
互
い
を
支
え
合

う
制
度
で
す
。
日
本
国
内
に
住

む　

歳
～　

歳
の
方
が
加
入
し

２０

６０

ま
す
。

　

国
民
年
金
に
は　

歳
か
ら
受

６５

け
ら
れ
る
老
齢
基
礎
年
金
や
、

万
が
一
の
と
き
に
受
け
ら
れ
る

障
害
基
礎
年
金
、
死
亡
時
に
支

給
さ
れ
る
遺
族
基
礎
年
金
な
ど

が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
年
金
を
受

け
る
た
め
に
は
国
民
年
金
に
加

入
し
、
保
険
料
を
納
付
す
る
こ

と
が
必
要
で
す
。

　
　

歳
に
な
っ
た
ら
、
日
本
年

２０
金
機
構
か
ら
送
付
さ
れ
る
書
類

を
持
参
の
上
、
市
保
険
年
金
課

（
市
役
所
１
階
）
で
加
入
手
続

き
を
お
願
い
し
ま
す
（
厚
生
年

金
保
険
や
共
済
組
合
に
加
入
し

て
い
る
方
を
除
く
）。納
付
が
難

し
い
場
合
は
、
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

　

ま
た
、　

歳
前
に
厚
生
年
金

２０

に
加
入
し
た
こ
と
が
あ
る
方
や

遺
族
年
金
を
受
給
し
て
い
た
方

は
、年
金
手
帳
を
持
参
の
上
、加

入
の
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

国
民
年
金
に
つ
い
て
、
詳
し

く
は
同
課
緯
４
７
０
・
７
７
３

２
ま
た
は
武
蔵
野
年
金
事
務
所

緯
０
４
２
２
・　
・
１
４
１
１
へ
。

５６

通
徴
収
）

　
【
ご
注
意
】　

年
度
の
課
税
・
非

２２

課
税
証
明
書
は
、
６
月　

日
（
木
）

１０

か
ら
発
行
し
ま
す
。
ま
た
、
６
月

９
日
（
水
）
は
年
度
切
り
替
え
処

理
の
た
め
、
自
動
発
行
機
で
の
課

税
証
明
書
・
納
税
証
明
書
は
発
行

で
き
ま
せ
ん
。
ご
了
承
く
だ
さ
い

◎　

年　

月
か
ら
始
ま
っ
た
公
的

２１

１０

年
金
な
ど
か
ら
の
個
人
住
民
税
の

引
き
落
と
し
（
特
別
徴
収
）
制
度

が
改
正
さ
れ
ま
し
た

　
　

年
度
ま
で
は
、　

歳
未
満
で

２１

６５

公
的
年
金
な
ど
を
受
給
し
て
い
る

方
は
、
公
的
年
金
な
ど
に
係
る
個

人
住
民
税
の
納
付
に
つ
い
て
普
通

徴
収
（
納
付
書
や
口
座
振
替
な
ど

で
お
支
払
い
い
た
だ
く
方
法
）
で

納
め
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、　
２２

年
度
の
税
制
改
正
に
よ
り
、
公
的

年
金
な
ど
の
所
得
と
給
与
所
得
が

あ
り
、
給
与
所
得
の
個
人
住
民
税

に
つ
い
て
給
与
か
ら
天
引
き
（
特

別
徴
収
）
を
さ
れ
て
い
る
方
は
、

公
的
年
金
な
ど
の
所
得
と
合
わ
せ

て
給
与
か
ら
の
天
引
き
（
特
別
徴

収
）
が
で
き
る
よ
う
に
変
更
さ
れ

ま
し
た
。

　

こ
の
改
正
に
伴
い
、
前
記
の
変

更
を
希
望
す
る

方
は
、
勤
務
先

の
会
社
の
担
当

者
に
申
し
込
み

を
行
っ
て
く
だ

さ
い
。
会
社
か
ら
の
特
別
徴
収
へ

の
切
り
替
え
申
請
に
基
づ
き
、
市

に
お
い
て
処
理
を
行
い
ま
す
。
な

お
、
給
与
所
得
に
係
る
個
人
住
民

税
の
納
付
方
法
が
普
通
徴
収
（
納

付
書
か
口
座
振
替
）
の
方
の
取
り

扱
い
は
変
更
あ
り
ま
せ
ん
。

　

詳
し
く
は
課
税
課
市
民
税
係

（
内
線
２
３
３
３
～
２
３
３
７
）

へ
。

さ
れ
、
現
在
失
業
中
の
方

　
【
業
務
内
容
】市
内
の
道
路
排
水

施
設
（
集
水
ま
す
、
側
溝
な
ど
）

の
清
掃
お
よ
び
点
検
業
務

　
【
募
集
人
員
】
２
人

　
【
雇
用
期
間
・
勤
務
日
時
・
賃
金
】

７
月
～　

月
。
１
カ
月
に　

日
程

１２

１６

度
の
勤
務
。
勤
務
時
間
は
午
前
８

時
半
～
午
後
５
時
。
時
給
１
１
０

０
円

　
【
採
用
方
法
】書
類
選
考
お
よ
び

面
接
の
上
、
決
定
し
ま
す
。
な
お
、

応
募
書
類
は
返
却
し
ま
せ
ん

　
【
面
接
予
定
日
】６
月　

日（
月
）

２１

　

申
し
込
み
は
６
月　

日
（
火
）

１５

ま
で
に
（
必
着
）、
履
歴
書
（
写
真

添
付
）
を
施
設
管
理
課
（
市
役
所

５
階
）
に
直
接
持
参
ま
た
は
、
〒

２
０
３
倆
８
５
５
５
、
市
役
所
施

設
管
理
課
あ
て
郵
送
を
。

　

詳
し
く
は
同
課
緯
４
７
０
・
７

７
６
４
へ
。

　

市
で
は
、
急
激
な
雇
用
情
勢
の

悪
化
に
よ
り
離
職
を
余
議
な
く
さ

れ
た
方
の
支
援
の
た
め
、
緊
急
的

に
雇
用
対
策
を
実
施
し
ま
す
。　

施

設

管

理

課

施

設

管

理

課 

（
臨
時
職
員

（
臨
時
職
員
））

　
【
応
募
資
格
】解
雇
や
継
続
雇
用

の
中
止
に
よ
り
離
職
を
余
儀
な
く

に
郵
送
し
ま
す
。
必
要
事
項
を
記

入
し
、
添
付
書
類
を
ご
用
意
の
上
、

次
の
通
り
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
【
提
出
期
限
】
７
月
９
日
（
金
）

　
【
提
出
方
法
】
次
の
通
り

　

①
乳
幼
児
医
療
費
助
成
・
義
務

教
育
就
学
児
医
療
費
助
成
・
子
ど

も
手
当
＝
郵
送
で
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。
返
信
用
封
筒
を
届
け
出
の

用
紙
と
同
封
し
て
送
付
し
ま
す

　

②
児
童
育
成
手
当
＝
直
接
子
育

て
支
援
課
（
市
役
所
２
階
）
へ
提

出
し
て
く
だ
さ
い

　
【
ご
注
意
】子
ど
も
手
当
に
つ
い

て
、
３
月
ま
で
児
童
手
当
を
受
給

し
て
い
て
「
み
な
し
認
定
」（
継
続

認
定
）
さ
れ
て
い
る
方
は
、
現
況

届
の
提
出
が
必

要
と
な
り
ま
す
。

一
方
、
今
年
４

月
以
降
に
新
規

申
請
書
や
額
改

定
申
請
書
を
提
出
し
た
方
は
、
子

ど
も
手
当
の
現
況
届
を
提
出
す
る

必
要
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　

※
現
在
受
給
し
て
い
な
い
方
も
、

所
得
額
の
変
更
・
扶
養
人
数
の
変

更
・
加
入
し
て
い
る
年
金
の
変
更

な
ど
に
よ
り
受
給
で
き
る
場
合
が

あ
り
ま
す
の
で
、
子
育
て
支
援
課

へ
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
同
課
助
成
係
緯
４
７

０
・
７
７
３
６
へ
。

子
ど
も
手
当
（
児
童 

手
当
）・
児
童
育
成
手
当

を
振
り
込
み
ま
す

　

２
月
・
３
月
分
の
児
童
手
当
と

４
月
・
５
月
分
の
子
ど
も
手
当
を

指
定
預
金
口
座
へ
振
り
込
み
ま
す
。

３
月
ま
で
児
童
手
当
を
受
給
し
て

い
な
か
っ
た
方
は
、
子
ど
も
手
当

だ
け
の
振
り
込
み
と
な
り
ま
す
。

ま
た
、
ひ
と
り
親
手
当
の
児
童
育

成
（
障
害
）
手
当
（
２
月
～
５
月

分
）
も
６
月
が
定
例
払
い
の
月
で

す
。

　

各
手
当
の
振
り
込
み
予
定
日
は

次
の
通
り
で
す
。

　

▼
子
ど
も
手
当
・
児
童
手
当
＝

６
月　

日
（
火
）
▼
児
童
育
成

１５

（
障
害
）
手
当
＝
６
月　

日
（
水
）

１６

　

利
用
金
融
機
関
に
よ
っ
て
は
入

金
が
遅
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
、
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ

い
。

　

詳
し
く
は
子
育
て
支
援
課
助
成

係
緯
４
７
０
・
７
７
３
６
へ
。

　

現
在
、
乳
幼
児
医
療
費
助
成
、

義
務
教
育
就
学
児
医
療
費
助
成
、

子
ど
も
手
当
、
児
童
育
成
手
当
を

受
給
し
て
い
る
方
は
、
毎
年
現
況

届
の
提
出
が
必
要
で
す
。

　

こ
の
届
け
出
は
、
毎
年
６
月
１

日
現
在
の
状
況
に
よ
り
、
引
き
続

き
手
当
な
ど
を
受
け
る
た
め
の
要

件
を
満
た
し
て
い
る
か
ど
う
か
を

確
認
す
る
も
の
で
す
。
こ
の
届
け

出
が
さ
れ
な
い
と
６
月
分
以
降
の

手
当
、　

月
以
降
の
医
療
証
の
交

１０

付
が
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
の

で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

届
け
出
の
用
紙
は
、
６
月
中
旬

　

４
月
に
開
園
し
た
上
の
原
さ
く

ら
保
育
園（
上
の
原
１
ノ
２
ノ　

）
４４

で
は
、
５
月　

日
か
ら
一
時
保
育

１０

事
業
を
開
始
し
ま
し
た
。
保
護
者

が
就
労
や
通
学
、
通
院
な
ど
に
よ

り
、
断
続
的
に
家
庭
で
の
育
児
が

困
難
と
な
る
場
合
や
疾
病
、
出
産
、

冠
婚
葬
祭
な
ど
で
緊
急
に
保
育
が

必
要
と
な
る
場
合
に
、
ご
利
用
い

た
だ
け
ま
す
。

　

対
象
児
童
は
満
１
歳
～
未
就
学

児
で
、
保
育
時
間
は
土
曜
・
日
曜

日
、
祝
日
、
年
末
年
始
（　

月　
１２

２９

日
～
翌
年
１
月
３
日
）
を
除
く
月

曜
～
金
曜
日
の
午
前
８
時
半
～
午

後
５
時
で
す
。
利
用
料
は
全
日
２

０
０
０
円
、半
日
１
０
０
０
円（
食

事
代
を
含
む
）
と
な
り
ま
す
。

　
【
ご
注
意
】
利
用
に
際
し
て
は
、

事
前
に
登
録
や
健
康
診
断
な
ど
が

必
要
と
な
り
ま
す

　

詳
し
く
は
上
の
原
さ
く
ら
保
育

園
緯
４
７
７
・
１
３
５
９
へ
。

上
の
原
さ
く
ら
保
育
園
で

　

一
時
保
育
を
開
始
し
ま
し
た

都
民
住
宅（
東
京
都
施
行
型
）

入
居
者
を
募
集
し
ま
す

　

東
久
留
米
駅
北
口
連
絡
通
路
と

店
舗
が
竣
工
し
、
１
階
部
分
に
、

市
内
で　

番
目
と
な
る
認
可
保
育

１７

所
（
民
設
民
営
園
）「
Ｎ
ｉ
ｃ
ｏ
ｔ

東
久
留
米
」（
に
こ
っ
と
ひ
が
し
く

る
め
）
が
開
園
し
ま
す
。

　

同
園
で
は
、
産
休
明
け
保
育
や

延
長
保
育
、
一
時
保
育
を
実
施
し

ま
す
。

　
【
名
称
】Ｎ
ｉ
ｃ
ｏ
ｔ
東
久
留
米

　
【
所
在
地
】
東
本
町
１
ノ
８
、
Ｅ

ｍ
ｉ
ｏ
（
エ
ミ
オ
）
東
久
留
米
１

階
　
【
設
置
者
】株
式
会
社
こ
ど
も
の

森
　
【
電
話
番
号
】
４
７
２
・
２
５
２

１
　

※
一
時
保
育
は
、
詳
細
が
決
ま

り
次
第
、
広
報
紙
や
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
な
ど
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
保
育
課
保
育
係
緯
４

７
０
・
７
７
４
５
へ
。

平
成

年
度
市
民
税
・
都
民

平
成　

年
度
市
民
税
・
都
民
税税

２２２２

◆東京都住宅供給公社募集センター
ホームページアドレス

http://www.to-kousya.or.jp/
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緊急雇用創出事業に伴緊急雇用創出事業に伴うう

新
し
い
保
育
園

「
Ｎ
ｉ
ｃ
ｏ
ｔ（
に
こ
っ
と
）東
久
留
米
」
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６
月
１
日（
火
）に
開
園
し
ま
すすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすす


